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労働保険の更新月です！

2 第68回定期大会は3月23日土
34 確定申告前に確認を！
建設国保関連記事の掲載：5面

平均賃金の推移（日給）※月給は日給に換算

2023年 公共工事設計労務単価とアンケート平均賃金の比較（職種別)

2023年度（令和5年）賃金アンケート結果報告

も

建
退
共
加
入
資
格
者
へ
の

加
入
促
進
の
呼
び
掛
け
を

民
間
工
事
の
現
状
を
訴
え
る

局側に要請書を手渡す橋本地協代表(左)

【要請項目（要約）】

　

【
県
・
賃
対
部
長
・
輪
場
直

幸
】
昨
年
12
月
１
日(

金)

に
広

島
合
同
庁
舎
会
議
室
で
、
全
建

総
連
中
国
地
方
協
議
会
は
国
土

交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
と
の

懇
談
を
開
催
。
局
か
ら
は
原
田

契
約
課
長
を
は
じ
め
と
す
る
９

人
、
中
国
地
協
か
ら
は
全
建
総

連
・
長
谷
部
賃
対
部
長
を
は
じ

め
と
す
る
代
表
15
人
が
参
加
し

ま
し
た
。

　

懇
談
で
は
４
項
目
の
要
請
書

を
手
渡
し
、
意
見
交
換
。
最
大

の
課
題
で
あ
る
「
引
き
上
げ
ら

れ
た
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価

が
最
終
下
請
事
業
者
・
一
人
親

方
に
も
行
き
渡
る
よ
う
具
体
策

を
講
じ
て
ほ
し
い
」
に
つ
い
て

は
、
局
側
も
現
状
を
認
識
し
て

お
り
「
２
次
業
者
ま
で
に
行
き

渡
っ
て
い
る
こ
と
は
確
認
し
て

い
る
。
今
後
は
３
次
４
次
ま
で

の
労
務
費
の
流
れ
に
注
視
し
た

い
」
と
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

地
協
側
か
ら
は
再
度
「
お
金
の

行
き
所
を
発
注
者
が
最
後
ま
で

確
認
し
て
ほ
し
い
」
と
お
願
い

を
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
「
若
者
を
育
て
た
く

て
も
倉
庫
や
実
習
場
、
動
力
電

　

【
賃
金
対
策
部
】
２
０
２
３
年

３
月
支
払
い
の
賃
金
・
請
負
単
価

の
状
況
に
つ
い
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト

方
式
で
調
査
を
行
い
ま
し
た
。
組

合
全
体
で
４
３
５
５
人
の
方
か
ら

回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。(

紙

面
回
答
３
３
４
９
人
・
Ｗ
Ｅ
Ｂ
回

答
１
０
０
６
人)

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
上
部
団
体

の
全
建
総
連
に
報
告
し
ま
し
た
。

全
建
総
連
で
は
全
国
の
仲
間
の
結

果
を
取
り
ま
と
め
、
国
や
関
係
省

庁
、
行
政
団
体
な
ど
へ
の
交
渉
・

制
度
の
要
求
等
に
活
用
し
ま
す
。

　

(

昨
年
は
全
国
で
9
万
５
５
７

２
人
、
広
島
建
労
で
は
５
０
２
５

人
に
ご
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た)

以
下
の
通
り
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果(

概

要)
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
ご

協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
さ
ま
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

労
務
費
の
流
れ
に
注
視
し
た
い

1人親方労災保険：
　3月1日金まで
労働保険一括有期事業：
　3月8日金まで
※日額変更：
2月22日木まで

①「法定福利費」
　元請と下請、上位下請と下位下請業者が
交わす請負代金工事内訳書に法定福利費
を内訳明示し、適切な支払い関係の構築

②「働き方改革関連法の全面適用」
　　1日8時間・週40時間労働を基準とした

適正な工期設定、週休2日の実施に必要な
労働費補填、経費等の計上

③「建設キャリアアップシステム」
　現場でのカードリーダー設置、就労履歴
蓄積の環境整備

④「建設業退職金共済制度」
　受け取り額増額と下請の末端までの証紙
交付の徹底

2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 前年比

従業員 14,911 14,040 14,011 14,880 14,949 ＋69

一人親方 18,378 18,590 18.507 18,791 19,784 ＋993

全体(事業主除く) － 16,748 16,259 17,588 18,550 ＋962

事業主 － 20,579 18,427 19,728 20,603 ＋875

職種名

設計
労務
単価

(広島県)

従業員 一人親方

平均
日額

設計
労務

単価比

前年
単価比

平均
日額

設計
労務

単価比

前年
単価比

建築大工 23,100 15,760 △7,340 △271 19,623 △3,477 △501

電気工 21,800 14,232 △7,568 △3,835 19,642 △2,158 △372

配管工 20,400 15,364 △5,036 2,397 20,628 228 113

内装工 22,900 17,375 △5,525 △1,825 20,565 △2,335 △96

塗装工 22,200 13,920 △8,280 △137 18,839 △3,361 73

源
を
引
く
経
費
の
関
係
で
雇
う

こ
と
が
で
き
な
い
事
業
主
も
い

る
。
地
場
の
工
務
店
の
担
い
手

育
成
を
援
助
す
る
環
境
が
ほ
し

い
」
と
次
世
代
へ
木
造
建
築
、

家
屋
の
技
術
・
伝
承
で
き
る
場

の
充
実
に
つ
い
て
訴
え
ま
し
た
。

　

建
退
共
に
つ
い
て
は
、
就
労

日
数
に
応
じ
た
退
職
金
証
紙
を

末
端
ま
で
き
ち
ん
と
交
付
し
、

い
わ
ゆ
る
辞
退
届
け
の
提
出
を

強
要
す
る
元
請
業
者
の
是
正
を

求
め
ま
し
た
。

　

局
側
の
回
答
は
「
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
相
談
ダ
イ
ヤ
ル
」
や
「
建

設
業
駆
け
込
み
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」

に
寄
せ
ら
れ
て
い
る
中
小
零
細

企
業
の
意
見
を
具
体
的
に
発
言

さ
れ
、
現
場
の
相
談
事
を
き
ち

ん
と
吸
い
上
げ
て
い
る
と
感
じ

ま
し
た
。
ま
た
、
働
き
方
改
革

関
連
法
案
の
対
象
外
で
あ
る
一

人
親
方
に
対
し
て
、
今
後
も
適

正
な
働
き
方
に
関
す
る
説
明
会

を
継
続
し
て
開
催
す
る
こ
と
を

確
認
し
ま
し
た
。

　

昨
年
の
懇
談
で
、
局
側
は
５

人
の
参
加
で
し
た
が
今
回
は
９

人
。
そ
の
う
ち
３
人
は
課
長
で

あ
り
、
課
長
級
が
出
席
す
る
の

は
初
め
て
の
こ
と
で
す
。
局
側

の
積
極
的
か
つ
誠
実
な
対
応
が

印
象
的
で
あ
り
、
次
回
に
期
待

が
持
て
る
懇
談
で
し
た
。

（単位　円）

（単位　円）

※アンケート回答数の多かった5職種を抜粋

今月の紙面

【全体的に多かった意見】
　・物価高なのに収入が上がらない → 実質賃金引下げ状態。業界全体で賃金見直しをしてほしい。

・インボイスがしんどい。
・業界全体で賃金引上げしないと、若い子が入らないので未来がない。政府に訴えてくれ。
・65才以上(年金受給年齢)はアンケートの対象外にしてほしい。

【一人親方に多かった意見】
・毎月赤字で限界を感じている。1日の賃金を上げるため、転職を考えざるをえないのか。
・大手ゼネコンの現場でもトイレ、休憩所はとても汚くて臭い。
・若い子を雇うのに補助金がほしい。

【従業員に多かった意見】
・仕事の量は増えるが単価が安いため賃金が上がらない。
・週休完全二日制になればいいと思うが、各会社単位の賃上げではなく、建設

業界全体の単価の底上げをするべきだと思う。でなければ現場が週休二日
制になったとしても困るだけ。労働環境と単価の改善をして欲しい。

・もっと基本給が上がると良い。きつくて安いので、若い子がやるわけない。
【事業主に多かった意見】

・決められた賃金(手間代)と工期に追われ、物価上昇しても賃金は上がらず厳しい。
・仕事量が多く金額とつりあっていない。人手不足。将来がとても不安
・元請に高額過ぎると言われることも度々あり、苦労が絶えない。儲からない。

一
般
社
団
法
人
  広島県建築センター協

会

加
盟
会
員

局 側
現 状 認 識

石田賃対副部長 輪場賃対部長

【就労形態】
　従業員を雇っていない一人親方が最も多く2,182人(50％)、雇用されている従業員が
1,054人(24％)、従業員を雇っている事業主が946人(22％)。
【平均年齢】
　全体は53.1才(前年52.6才)。一人親方56.2才(前年55.3才)、従業員44.5才(前年43.6
才)、事業主54.9才(前年55才)。

【平均賃金(日額)】
　従業員14,949円、一人親方19,784円、事業主20,603円で、いずれも前年と比べると
増加。従業員と一人親方の合算平均は18,550円で、前年と比較すると962円増加。
　最も多かった回答（中央値）は、従業員は13,043円、一人親方は19,000円。
　職種別(従業員)では、建築大工15,760円、電気工14,232円、配管工15,364円、内装
工17,375円、塗装工13,920円。
　職種別(一人親方)では、建築大工19,623円、電気工19,642円、配管工20,628円、内
装工20,565円、塗装工18,839円。配管工は公共工事設計労務単価と比べて228円増。
　一昨年と昨年の年収比較は、従業員・一人親方とも「変わらない」が最も多い回答。

2024年（令和6年）2 月 10 日 発行第 793 号 昭和41年７月11日第三種郵便物認可第3433号（1）
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第7地連広島　区民まつりに参加

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
な
ど

対
応
を
求
め
る

広
島
建
労
代
表
の
５
人
。
今
か
ら
国
税
局
へ
い
っ
て
き
ま
す

物作りの難しさを実感（第4地連）

手びねり技法の陶芸を体験

鉄
砲
の
釘
打
ち
真
剣
に

汗
だ
く
で
体
験
を
サ
ポ
ー
ト

出
来
上
が
っ
た
エ
コ
カ
ー
は

コ
ー
ス
を
走
っ
て
走
行
確
認

久しぶりの餅つきに30人が参加（第8地連）

広
島
国
税
局
へ
要
望
書
を
渡
し
交
渉

　

【
教
宣
専
門
委
員
・
織
田
村

智
大
】
７
月
23
、
30
日
、
８
月

６
日
に
、
三
原
市
本
郷
町
に
あ

る
広
島
県
立
中
央
森
林
公
園
で

　

【
教
宣
専
門
委
員
・
德
田
和

信
】
11
月
19
日(

日)

、
地
連
親

睦
旅
行
へ
組
合
員
と
家
族
を
含

め
た
30
人
に
ご
参
加
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

午
前
８
時
に
建
労
会
館
を
大

型
バ
ス
で
出
発
し
、
黒
瀬
町
の

保
田
窯
に
向
か
い
ま
し
た
。

　

【
西
地
区
長
・
勝
田
吉
導
】

11
月
５
日(

日)

、
西
部
埋
立
第

５
公
園
で
「
第
39
回
西
区
民
ま

つ
り
」
が
開
催
さ
れ
、
西
地
区

よ
り
組
合
員
10
人
と
主
婦
の
会

４
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

今
年
は
も
の
づ
く
り
体
験
と

し
て
、
建
築
現
場
の
廃
材
を
利

用
し
た
「
エ
コ
カ
ー
」
作
り
を

　

【
安
古
市
地
区
長
・
北
川
善

弘
】
11
月
５
日(

日)

午
前
10
時

よ
り
、
安
佐
南
区
民
文
化
セ
ン

タ
ー
の
安
佐
南
区
民
ま
つ
り
で

木
工
教
室
（
鉋
削
り
、
ビ
ス
止

め
等
）
を
開
催
し
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
前
か
ら
４
年
ぶ
り
の

開
催
と
あ
っ
て
か
、
大
勢
の
来

場
者
が
あ
り
、
多
く
の
方
に
体

　

【
安
芸
南
地
区
長
・
吉
川
直

之
】
11
月
12
日(

日)

、
安
芸
区

民
文
化
セ
ン
タ
ー
で
、
安
芸
区

民
ま
つ
り
が
４
年
ぶ
り
に
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

安
芸
南
地
区
で
は
「
建
築
セ

ン
タ
ー
協
会
」
と
し
て
出
店
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
組
合
員
16

人
と
田
中
組
織
専
門
委
員
で
木

　

事
前
打
ち
合
わ
せ
で
は
、
交

渉
団
の
団
長
に
橋
本
中
央
副
委

員
長
、
副
団
長
に
鳥
取
県
建
築

連
合
会
の
吉
澤
副
会
長
、
交
渉

時
の
司
会
進
行
に
広
島
建
労
の

　

【
県
・
税
対
部
長
・
森
末
高
正
】
12
月
13
日(

水)

、
全
建
総

連
よ
り
西
税
対
部
長
、
橋
本
中
央
副
執
行
委
員
長
、
中
国
地
協

よ
り
各
県
連
の
代
表
が
広
島
建
労
会
館
に
集
ま
っ
て
事
前
打
ち

合
わ
せ
を
行
っ
た
後
、
広
島
国
税
局
へ
交
渉
に
行
き
ま
し
た
。

木
工
教
室
を
行
い
ま
し
た
。

　

６
時
間
で
１
作
品
（
コ
ー
ナ
ー

ラ
ッ
ク
、
飾
り
棚
、
踏
み
台
、

ド
ー
ル
ハ
ウ
ス
の
い
ず
れ
か
）

を
作
り
ま
す
。
小
学
３
〜
６
年

生
を
対
象
に
３
日
間
で
計
45
人

の
生
徒
に
教
え
ま
し
た
。

　

私
は
２
日
目
に
講
師
と
し
て

参
加
し
た
の
で
す
が
、
男
性
親

御
さ
ん
が
多
か
っ
た
の
で
、
道

具
の
使
い
方
や
寸
法
の
取
り
方

な
ど
を
教
え
た
だ
け
で
、
子
供

さ
ん
と
作
品
を
作
っ
て
く
れ
ま

し
た
。

　

と
り
か
か
り
は
順
調
だ
っ
た

も
の
の
、
や
は
り
そ
こ
は
素
人

　

ほ
と
ん
ど
の
方
が
陶
芸
は
初

体
験
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、

陶
芸
界
で
は
著
名
な
中
屋
ご
夫

婦
。
「
手
び
ね
り
」
と
い
わ
れ

る
技
法
を
教
わ
り
、
サ
ラ
ダ
ボ
ー

ル
や
ビ
ー
ル
グ
ラ
ス
、
香
炉
な

ど
作
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

焼
き
は
先
生
方
に
お
任
せ
し
、

実
施
。
出
来
上
が
っ
た
エ
コ
カ
ー

１
台
１
台
に
は
カ
ン
ガ
ル
ー
マ
ー

ク
の
シ
ー
ル
を
貼
っ
て
建
築
セ

ン
タ
ー
協
会
の
普
及
・
促
進
Ｐ

Ｒ
も
行
い
ま
し
た
。

　

用
意
し
て
お
い
た
１
５
０
台

の
エ
コ
カ
ー
キ
ッ
ト
（
１
台
１

０
０
円
）
が
昼
過
ぎ
に
は
完
売

す
る
ほ
ど
の
大
賑
わ
い
で
し
た
。

験
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

当
日
は
季
節
外
れ
の
暑
さ
で
、

来
場
者
の
中
に
は
熱
中
症
に
な
っ

た
方
も
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
組

合
員
の
皆
さ
ん
汗
だ
く
に
な
り

な
が
ら
楽
し
く
体
験
を
サ
ポ
ー

ト
し
ま
し
た
。

来
年
は
暑
さ
対
策
が
必
要
に

な
り
そ
う
で
す
。

製
ゴ
ム
鉄
砲
と
時
計
の
作
製
体

験
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

鉄
砲
作
り
は
特
に
人
気
で
、

午
前
中
だ
け
で
50
丁
が
完
売
。

時
計
50
個
も
午
後
に
は
完
売
し

ま
し
た
。

　

子
供
た
ち
は
喜
ん
で
楽
し
く

帰
ら
れ
、
我
々
も
相
互
の
親
睦

を
図
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

藤
岡
書
記
長
を
選
出
。
各
県
連

の
活
動
報
告
、
西
部
長
の
情
勢

報
告
の
後
、
意
見
交
換
を
し
て

昼
食
と
な
り
ま
し
た
。

　

午
後
よ
り
国
税
局
へ
向
か
い
、

な
の
で
歪
ん
だ
り
釘
が
出
た
り

と
修
正
す
る
の
が
大
変
。
し
か

し
、
生
徒
さ
ん
や
親
御
さ
ん
に

約
２
か
月
後
に
手
元
に
届
く
そ

う
で
す
。

　

そ
の
後
、
会
場
を
湯
坂
温
泉

ホ
テ
ル
賀
茂
川
荘
に
移
し
て
昼

食
、
温
泉
入
浴
と
休
息
を
挟
み
、

西
条
酒
蔵
へ
向
か
い
ま
し
た
。

　

当
日
参
加
さ
れ
た
組
合
員
さ

ん
が
以
前
、
こ
の
酒
蔵
修
繕
に

携
わ
っ
た
ご
縁
で
、
一
般
公
開

さ
れ
な
い
場
所
や
秘
話
な
ど
も

見
聞
き
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

名
刺
交
換
し
て
か
ら
交
渉
を
開

始
。
事
前
に
提
出
し
た
要
望
書

へ
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

意
見
交
換
で
は
、
現
場
で
混

乱
し
て
い
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
、

そ
れ
に
よ
り
新
た
に
課
税
事
業

者
に
な
る
人
へ
の
対
応
、
電
子

帳
簿
保
存
法
の
検
索
機
能
適
用

者
の
範
囲
確
認
、
税
金
に
関
す

る
動
画
提
供
の
対
応
を
お
願
い

し
ま
し
た
。

　

局
側
か
ら
は
、
「
国
税
庁
の

は
物
作
り
の
難
し
さ
が
伝
わ
っ

た
み
た
い
で
良
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
日
帰
り
旅
行

は
割
と
近
場
で
各
工
程

に
時
間
の
余
裕
が
あ
り
、

見
学
や
お
土
産
の
買
い

物
も
ゆ
っ
く
り
で
き
て

好
評
で
し
た
。

　

今
後
も
地
連
行
事
と

し
て
継
続
し
て
い
き
ま

す
の
で
、
多
く
の
組
合

員
さ
ん
に
参
加
し
て
親

睦
を
深
め
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
各
税
務
署
の

相
談
窓
口
を
充
実
し
て
お
り
、

各
税
務
署
な
ど
へ
の
周
知
を
し

て
お
く
の
で
、
各
地
域
税
務
署

へ
問
い
合
わ
せ
て
ほ
し
い
」
な

ど
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　

一
時
間
弱
と
い
う
限
ら
れ
た

交
渉
時
間
で
し
た
が
、
局
側
に

真
摯
に
対
応
し
て
い
た
だ
き
、

引
き
続
き
良
い
関
係
性
を
維
持

し
た
ま
ま
次
回
の
交
渉
へ
の
橋

渡
し
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

　

年
々
変
わ
る
税
務
制
度
。
税

対
部
と
し
て
何
が
で
き
何
を
す

べ
き
か
見
極
め
な
が
ら
、
組
合

員
の
皆
様
へ
周
知
を
行
な
っ
て

い
き
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
も

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　第68回広島県建設労働組合定期大会を来る3月23日
（土）に新建労会館で開催します。
　ご出席いただく代議員各位におかれましては、事前に
議案についてご検討いただき、大会が成功のうちに終了
できますように、ご協力をお願いいたします。

執行委員長　原　　正　

日　時 ： 2024年（令和6年）3月23日（土）
12時30分から

場　所 ： 新建労会館（広島市西区横川新町8-12）

記

第68回 定期大会の招請一
般
社
団
法
人
  広島県建築センター協

会

加
盟
会
員

一
般
社
団
法
人
  広島県建築センター協

会

加
盟
会
員

６
時
間
で
１
作
品

歪
ん
だ
り
釘
が
出
た
り

保
田
窯
で
陶
芸
体
験

西
条
の
酒
蔵
め
ぐ
り

門
松
作
り
と
餅
つ
き

終
始
和
や
か
に
作
業

第４地連第４地連
広島中央広島中央

第７地連第７地連
広 島広 島

第８地連第８地連
広 島 西広 島 西

　

【
教
宣
専
門
委
員
・
夏
原
靖

史
】
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
後
、
久

し
ぶ
り
の
餅
つ
き
と
毎
年
恒
例

の
門
松
作
り
を
12
月
17
日(

日)

に
地
連
会
館
駐
車
場
で
行
い
、

30
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　

久
々
の
餅
つ
き
だ
っ
た
の
で
、

雪
の
ち
ら
つ
く
中
、
思
い
出
し

な
が
ら
の
準
備
で
し
た
。

　

開
始
時
間
の
９
時
に
な
る
と
、

門
松
作
り
と
餅
つ
き
に
分
か
れ

て
作
業
開
始
で
す
。

　

親
子
や
夫
婦
で
の
参
加
が
多

く
、
子
供
に
餅
つ
き
を
教
え
る

親
御
さ
ん
、
門
松
作
り
の
飾
り

付
け
の
仕
上
り
を
見
て
「
こ
れ
、

も
う
ち
ょ
っ
と
綺
麗
に
飾
り
付

け
を
」
と
旦
那
さ
ん
へ
奥
様
か

ら
の
ダ
メ
だ
し
な
ど
。
奥
様
方

の
手
直
し
に
よ
り
、
門
松
が
綺

麗
に
仕
上
が
る
と
男
性
陣
は
苦

笑
い
で
し
た
が
、
終
始
和
や
か

に
作
業
が
進
み
ま
し
た
。

　

餅
つ
き
は
女
性
陣
が
主
体
と

な
っ
て
紅
白
の
餅
と
よ
も
ぎ
餅

を
作
り
、
ぜ
ん
ざ
い
や
砂
糖
醤

油
に
つ
け
て
、
み
ん
な
で
餅
を

ほ
お
ば
り
ま
し
た
。

　

参
加
者
か
ら
は
、
「
久
し
ぶ

り
に
門
松
作
り
、
餅
つ
き
が
出

来
て
よ
か
っ
た
」
「
来
年
も
参

加
し
た
い
」
な
ど
の
声
が
上
が
っ

て
い
ま
し
た
。

安
芸
区
民
・
鉄
砲
●
時
計
●

安
佐
南
区
民
・
木
工
教
室

西
区
民
・
廃
材
利
用
エ
コ
カ
ー

11
／
12

11
／
５

11
／
５

50

50
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（３）外注費のまとめ方
①令和5年分の費用として計上するのは、令和5年中に完成・引渡をした外注工事分です。
②完成・引渡をした外注工事分の中で未払いの外注費についても、費用として計上します。
③令和5年に前年完成・引渡分の支払いをした場合は、決算上はすでに前年の外注費に計

上されているため、当年分の支払計上額からは除きます。
④仕掛仕事で期末(12月31日)までに支払った外注費を期末仕掛工事としてまとめます
（令和5年分の外注費に計上しないための作業）。

（４）労務費のまとめ方
①令和5年中に支払った職人、応援、アルバイト等への支払賃金を労務費として計上します。
②期末(12月31日)までに支払った賃金で、仕掛となる工事にしか従事しない職人等の労

務費は、期末仕掛工事とします(令和5年分の外注費に計上しないための作業）。
（５）現場経費について
①現場経費に計上したものは、一般経費に計上しません(二重計上となるため）。
②現場経費の主なものとして、建設機器等のリース料、廃材処理費、仮設事務所、仮設ト

イレ等の設置費用、現場の損害保険料、工事現場での駐車場代、現場での茶菓子代など
があります。

※令和元年10月1日より、消費税率引き上げと軽減税率の導入に伴い、消費税の課税対象
者が仕入税額控除をするためには、区分請求書等の保存と区分経理が必要です。令和5
年10月1日以降は、登録番号などが記載された区分請求書等の保存と、区分経理が必要
となります。

（６）期末仕掛工事のまとめ方
①仕掛工事にかかった材料費、外注費、労務費等

の工事費用は、完成・引渡した年の費用に計上
します。

②そのため、仕掛工事の中で12月31日までに支出
した費用を期末仕掛工事としてまとめます。

（７）工事原価の計算（例）

（８）一般経費のまとめ方
①領収書や請求書等に記載された金額を、その内容や用途に応じた費用科目に分類して

記帳します。
②自動販売機の利用などで、領収書が得られない場合には、出金伝票に日付、金額、相手

先、内容を記録保管して記帳に備えます。
③計上額は消費税込みの金額とします。
④未払いでも令和5年中に支払い義務が確定している費用は計上します。
⑤水道光熱費、電話(携帯電話)代など自宅と共用している場合は、事業で使用した割合分

を経費に計上します。
⑥取得金額が10万円以上や1年以上使用可能なものは、減価償却計算をして当年分の償却

費用を計上します。
※令和元年10月1日よりの軽減税率の導入に伴い、消費税の課税対象者が仕入税額控除を

するためには、区分請求書等(令和5年10月1日以降は登録番号)の保存と区分経理が必
要です。

　所得税法は必要経費について「総収入金額を得るために直接要した費用の額及び販売
費、一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用」としています（所得税法
第37条）。したがって、社員にキャリアアップカードを取得させることが事業遂行上必要
と事業者が判断する場合は必要経費として計上することができます。経費科目の選択も事
業者の判断によりますが教育研修費や支払手数料に計上するのが一般的と考えられます。

　個人事業の場合、1年間（1月1日〜12月31日）の総収入金額から、必要経費を差し引
いた金額が事業所得となります。

（１）工事収入《図1》・《図2》
令和5年中に完成・引渡を終えた工事の請負代金を総収入金額に計上します(工事完成基準）。

①工事代金が未収でも、完成・引渡により収入が確定した場合、その請負代金を総収入金
額に計上します。

②期末仕掛工事で前受金を受け取った場合は、令和5年分の総収入金額には計上しません。
（２）自家消費

仕入れた材料を自宅や作業場などの増改築等に使用したり、親族等に無償や低額で渡し
た場合は、自家消費として収入に計上しなければなりません。
　収入に計上する金額は原則として「通常の販売価格(定価)」とされていますが、建設資
材など仕入れ金額や定価がわかる物は帳簿に記載がある場合に限り「仕入金額」または

「定価の70%」のいずれか高い方の金額とすることができます。
　なお、自家消費による外注費等は経費に計上しません。
※消費税でも自家消費は課税売上となります。

（３）雑収入
　事業に関連して得た収入を雑収入として計上します。
①廃材や作業クズなどの売却収入
②取引相手などからの紹介料、リベート収入など
③従業員宿舎の使用料収入

（４）新型コロナ等に対する給付金について
事業者の収入が減少したことに対する補償や必要経費に対する補てんを目的とした給

付金は、所得税は原則として、事業所得になります。なお、消費税は課税対象に当たらず
不課税(課税対象外)となります。

　令和5年分の工事収入
を得るためにかかった必
要経費を、工事原価と一般
経費に分けて整理します。

（１）工事原価をまとめる上での注意《図1》
①令和5年分の完成・引渡工事に直接かかった材料費、外注費、労務費、現場経費などの

費用を請求書や領収書等に基づいて明らかにします。
②未払いでも完成・引渡工事に該当する費用は計上します。
③仕掛工事で期末(12月31日)までに支出した費用は、完成・引渡した年の費用に計上す

るため、令和5年中に支出した工事費用総額から、仕掛工事分として差し引くことに注
意します。

（２）材料費のまとめ方
①前年（令和4年）から引き継いだ在庫材料(期首棚卸高)を令和5年分の材料費に加えます。
②仕入先からの請求書等に基づいて、令和5年中に仕入れた材料費をまとめます。
③期末（12月31日）の在庫材料を調べます(令和5年分の材料費に計上しないための作

業）。
④仕掛工事で期末までに使用した材料費を確認して、期末仕掛工事支出分としてまとめま

す(令和5年分の材料費に計上しないための作業）。

１. 事業所得の計算について

２. 令和5年分の総収入金額となるもの

３. 必要経費のまとめ方

４. キャリアアップシステム登録料の経費計上について

事業所得の計算

確定申告の活用に

※事業用の車両や機械などを売却して得た収入は譲渡所得として取り扱います。

総収入金額 必要経費（工事原価・一般経費） 事業所得― ＝

【必要経費】
①
工
事
原
価

材 料 費 木材、資材、建築金物などの材料費用
外 注 費 内装、電気、配管工事など外注した工事費用
労 務 費 常用・手間請職人、アルバイト等への賃金
現場経費 工事現場で必要な費用

②一般経費 事業活動を継続していく上で必要とされる費用

期末仕掛工事の支出内訳

山本邸増改築工事
（令和5年11月6日着工） 支出金額

材料費、外注費、労務費、
現場経費 575,370円

期末仕掛工事支出金　合計 575,370円

【期末材料棚卸の目的等】
　期末在庫材料は、すでに材料の支払いが済んでいても令和5年分の材料費には計上しませ
ん。なぜなら未使用の材料は次の年に使う予定であり、使用した年の材料費に計上するから
です。そこで期末時点で未使用の在庫材料を、令和5年中に仕入れた材料から差し引く手続
きが必要となります。
　また貸借対照表を作成する場合は、この期末在庫材料を棚卸資産として計上します。
①期末時点の在庫材料の数量を確認します。
②最後に仕入れたときの価格で材料棚
卸高を計算します。
③仕入れた材料費を消費税込みで計上
している場合は、期末時点で未使用の
在庫材料を消費税込みで計上します。

在庫材料名 数　量 消費税込み単価 金　額

スギ角120 15 4,500円 67,500円

ヒノキ角150 12 7,400円 88,800円

期末材料棚卸高の合計（消費税込み）156,300円

工
事
原
価

期首棚卸高 Ⓐ ← 前年から持ち越した在庫材料
期首仕掛工事 Ⓑ ← 前年の仕掛工事の金額
期首商品（製品）棚卸高（Ⓐ＋Ⓑ） ⑤
材料仕入高 Ⓒ 6 0 4 9 4 3 0 ← 当年の仕入高
労務費（支払賃金） Ⓓ 3 2 8 3 3 0 0 ← 1〜12月の支払合計
外注費 Ⓔ 6 4 4 6 0 0 0 ← 請求書等に基づく支払総額
現場経費 Ⓕ 4 2 3 2 4 0

仕入金額（製品製造原価Ⓒ＋Ⓓ＋Ⓔ＋Ⓕ）⑥ 1 6 2 0 1 9 7 0
小　　計（⑤＋⑥） ⑦ 1 6 2 0 1 9 7 0 ← 1〜12月の支払合計
期末棚卸高 Ⓖ 1 5 6 3 0 0 ← 期末の在庫材料
期末仕掛工事 Ⓗ 5 7 5 3 7 0
期末商品（製品）棚卸高（Ⓖ＋Ⓗ） ⑧ 7 3 1 6 7 0
差引原価（⑦−⑧） ⑨ 1 5 4 7 0 3 0 0 ← 当年の工事収入に掛る工事原価

工事名称 工事期間 請負金額 値引額
当年着工〜当年完成引渡 佐藤不動産（手間請）令和5年1月〜3月 153万円（注1）

当年着工〜当年完成引渡 鈴木邸新築工事 令和5年5月〜10月 1,800万円 10万円
当年着工〜当年完成引渡 その他工事8件 令和5年1月〜11月 175万円
当年着工〜翌年完成引渡 山本邸増改築工事 令和5年11月〜令和6年1月 121万円（注2）

（注1）材料費支給による工事
（注2）令和6年完成・引渡工事分の入金や期末仕掛工事の前受金は令和5年分の工事収入には計
　　　上しません。その工事に支出した費用を期末仕掛工事として工事原価から差し引きます。

前年（令和4年）　　　　　　当年（令和5年）　 翌年（令和6年）
1月1日

×

×

12月31日

前年完成・引渡工事
前年着工、当年完成・引渡工事

当年着工、当年完成・引渡工事

当年着工、翌年完成・引渡工事

（前年の収入・必要経費となります）
（工事代金が未収でも当年の収入・必要経費とします）

（工事代金が未収でも当年の収入・必要経費とします）

（前受金等を受領しても翌年の収入・必要経費となります）

○
○

一
般
社
団
法
人
  広島県建築センター協

会

加
盟
会
員

機関紙「全建総連」2024年1月 税金対策特集号から一部転載（4面へ続く）

《図2》　令和5年分となる工事収入（完成工事高）の内訳（例）

《図1》　令和5年分の工事収入となる工事の範囲
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選
択

控除の種類 控除を受けられる場合、内容、区分
控　　除　　金　　額

所得税の場合 住民税の場合

雑損控除 本人又は扶養家族の有する生活用資産について風水害、火災等の災害、盗難
又は横領による損害

「損失金額－保険金等により補てんされた金額」＝①
①の金額－（総所得金額等の合計額×10％）
災害関連支出の金額－5万円 いずれか多い方

医療費控除 支払った医療費から合計所得金額の5％と10万円を比べて少ない方の金額を
引いた額 最高200万円まで 最高200万円まで

セルフメディ
ケーション税制

（医療費控除の特例）

1月1日から12月31日までに購入した医薬品（スイッチOTC薬等）の合計額か
ら12,000円を差し引いた額。なお、控除を受けるためには予防接種や健康診
断など国が定める取り組みを当年中に行っていることが必要です。

（適用期間平成29年1月1日〜令和8年12月31日）

12,000円を超えた金額。
但し、控除上限は88,000円

12,000円を超えた金額。
但し、控除上限は88,000円

社会保険料控除
国保、年金、介護保険料、年金基金、健保、労災保険の特別加入者の保険料
※国民年金、年金基金の社会保険料控除には「社会保険料（国民年金保険料、
年金基金）控除証明書」の添付が必要です。

全　　額 全　　額

小規模企業
共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金、心身障害者扶養共済の掛金 全　　額 全　　額

生命保険料控除

《旧契約の控除－平成23年12月31日以前に契約締結》
① 一般生命保険料控除　最高5万円
②個人年金保険料控除　最高5万円
《新契約の控除－平成24年1月1日以後契約締結》
1一般生命保険料控除　最高4万円
2個人年金保険料控除　最高4万円
3介護医療保険料控除　最高4万円
　↓
①または1、②または2、および3を合計して最高12万円が限度となります。

【旧契約と新契約がある場合の計算方法】
　一般の生命保険料に新契約と旧契約が混在する場合は、両方を計算します。
新契約は新契約の計算方法で、旧契約は旧契約の計算方法で控除額を算出し
ます（上限各5万円）。旧契約のみで計算した場合に控除額が4万円を超える場
合は、新契約を考慮せずに旧契約のみで計算したほうが有利になるというこ
とです。
　個人年金保険料に新契約と旧契約が混在する場合も同様です。なお、介護
医療保険料については新契約のみですので、上記のように有利、不利を検討
することは発生しません。

地震保険料控除 地震保険契約に係る地震等相当分の保険料 全額（最高50,000円まで） 支払保険料×0.5（最高25,000円まで）

経過措置 平成18年12月31日までに締結した長期保険契約（損害保険契約等のうち満期
返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上のもの） 最高15,000円まで 最高10,000円まで

※地震保険料＋経過措置 ※最高50,000円まで ※最高25,000円まで

寄附金控除

国または地方公共団体等、政党、認定NPO法人、特定の公益財団法人、共同
募金会、日本赤十字社支部、各自治体が条例で指定する寄附金

※「政党、認定NPO法人等寄附金特別控除」（税額控除）も可能。
　寄附金から2,000円を控除した金額の40％（政党は30％）。
　ただし所得税額の25％までが限度。

「特定寄附金の支出額」と「総所得金額等の合計額
の40％」とのいずれか少ない方の金額－2,000円

寄附金税額控除
【基本控除額】

　（寄付金〈※〉－2,000円）×10%〈※〉
【特例控除額〈※〉】

　（寄付金－2,000円）×（100%－10%（基本控除額）
－所得税率(0～45%〈※〉））
※は限度・適用要件有り

※配偶者控除及び扶養控除を受けていて「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」に該当する場合は、障害者控除も対象となります（なお16歳未満の年少扶養控除は廃止されていますが、障害者控除の対象になります）。

《旧契約》

2万5千円以下 支払保険料等の全額
2万5千円超
5万円以下

支払保険料等×2分の1
＋12,500円

5万円超
10万円以下

支払保険料等×4分の1
＋25,000円

10万円超 50,000円

《旧契約》

1万5千円以下 支払保険料等の全額
1万5千円超
4万円以下

支払保険料等×2分の1
＋7,500円

4万円超
7万円以下

支払保険料等×4分の1
＋17,500円

7万円超 35,000円

《新契約》

2万円以下 支払保険料等の全額
2万円超
4万円以下

支払保険料等×2分の1
＋10,000円

4万円超
8万円以下

支払保険料等×4分の1
＋20,000円

8万円超 40,000円

《新契約》
1万2千円以下 支払保険料等の全額
1万2千円超
3万2千円以下

支払保険料等×2分の1
＋6,000円

3万2千円超
5万6千円以下

支払保険料等×4分の1
＋14,000円

5万6千円超 28,000円

配偶者控除 配偶者特別控除

確定申告する
人の合計所得

金額

配偶者の合計所得金額（所得48万円以下） 配偶者の合計所得金額
控除対象配偶者
所得48万円以下

（給与収入だけの場合
103万円以下）

老人控除対象配偶者
所得48万円以下

（給与収入だけの場合
103万円以下）

48万円超
95万円以下

（103万円超
150万円以下）

95万円超
100万円以下
（150万円超
155万円以下）

100万円超
105万円以下
（155万円超
160万円以下）

105万円超
110万円以下

（160万円超
166万7,999円以下）

110万円超
115万円以下

（166万7,999円超
175万1,999円以下）

115万円超
120万円以下

（175万1,999円超
183万1,999円以下）

120万円超
125万円以下

（183万1,999円超
190万3,999円以下）

125万円超
130万円以下

（190万3,999円超
197万1,999円以下）

130万円超
133万円以下

（197万1,999円超
201万5,999円以下）

133万円超
（201万5,999円超）

900万円以下 38万円 48万円 38万円 36万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円 6万円 3万円 0円
900万円超
950万円以下 26万円 32万円 26万円 24万円 21万円 18万円 14万円 11万円 8万円 4万円 2万円 0円
950万円超
1,000万円以下 13万円 16万円 13万円 12万円 11万円 9万円 7万円 6万円 4万円 2万円 1万円 0円

1,000万円超 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額表

※配偶者控除が受けられる老人控除対象配偶者は昭和28年1月1日以前に生まれた方（70歳以上の方）。
※配偶者特別控除の「配偶者の合計所得金額」欄の（　）内の金額は、配偶者の収入が給与所得だけの場合の給与収入の金額です。

所得控除の一覧表

控除の種類 適　　用　　対　　象 所得税 住民税

配偶者控除
一般の配偶者（パート収入等が103万円までの場合に適用）　※下表参照 最高38万円 最高33万円
老人配偶者（70歳以上）【昭和29.1.1以前生】　 ※下表参照 最高48万円 最高38万円

配偶者特別控除 ※下表参照 最高38万円 最高33万円

扶養控除

一般扶養親族（16歳以上18歳以下）と成年扶養親族（23歳以上69歳以下）
【平成17.1.2～平成20.1.1生】と【昭和29.1.2～平成13.1.1生】 38万円 33万円

特定扶養親族（19歳以上22歳以下）【平成13.1.2～平成17.1.1生】 63万円 45万円

老人扶養親族（70歳以上）【昭和29.1.1以前生】
同居老親以外 48万円 38万円
同居老親等 58万円 45万円

障害者控除 本人、配偶者、扶養親族（1人につき）
障害者控除 27万円※ 26万円※
特別障害者控除 40万円※ 30万円※
同居特別障害者控除 75万円※ 53万円※

ひとり親控除
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で、次にあげる要件を満たすもの。
①その者と生計を一にする子で課税標準の合計額が48万円以下、②本人の合計所得金額が500万円以下であること、
③住民票にその者と事実上婚姻関係と同様の事情にある続柄である旨の記載がされていないこと。

35万円 30万円

寡婦控除

ひとり親控除に該当せず、次にあげる者
①夫と離婚した後婚姻をしない者のうち、次の要件を満たす者（ⅰ扶養親族を有する、ⅱ合計所得金額が500万円以下で
あること、ⅲ住民票にその者と事実上婚姻関係と同様の事情にある続柄である旨の記載がされてないこと）。
②夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で①のⅱとⅲの要件を満たす者。

27万円 26万円

勤労学生控除 本人が勤労学生で所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下 27万円 26万円

基礎控除

《合計所得金額》
2,400万円以下
2,400万円超2,450万円以下
2,450万円超2,500万円以下
2,500万円超

48万円
32万円
16万円

0

43万円
29万円
15万円

0
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国保組合関係予算案 2,649.4億円確保

※項目毎に四捨五入しています

2024（令和6）年度～　国保組合関係予算案の内訳
【内　訳】 2023年度予算 2024年度予算案 増　減

定率補助 1,562.8億円 1,504.3億円 ▲58.5億円
調整補助金 1,058.6億円 1,059.7億円 ＋1.1億円
出産育児一時金補助金 21.4億円 20.3億円 ▲1.1億円
出産育児一時金補助金(増額に伴う支援措置) 2.2億円 0億円 ▲2.2億円
高額医療費共同事業補助金 32.9億円 37.6億円 ＋4.7億円
事務費負担金 21.7億円 21.7億円 ▲0.1億円
特定健診・保健指導補助金等 5.7億円 5.9億円 ＋0.1億円

計 2,705.4億円 2,649.4億円 ▲55.9億円

ハガキ・地元国会議員要請の成果

建設国保からのお知らせ 広島県建設国民健康保険組合

入校の申込期間

令和6年3月8日まで

入校生を募集(65期)

パンフレットはこちらの訓練校HPより▶︎

※定員は先着10人

電話：082-292-7798
FAX：082-294-0248

入校申し込み、訓練時間、入校金、
授業料などのお問い合わせ先

一般社団法人 広島建築共同職業訓練協会・広島県建築高等職業訓練校
の技を身につけよう匠

資格取得(建築士・技能士)を目指そう

〒733-0013　広島市西区横川新町8-12
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　2021年4月に小学校・中
学校へ入学されたお子さ
まに対して給付（小学校2
万円、中学校1万円）され
ます。申請がお済みでな
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★月刊誌「赤ちゃんと！」配付終了のお知らせ★
生後から1歳になるまでのお子さまがいらっしゃる世帯に毎月、

赤ちゃんとママ社の月刊誌「赤ちゃんと！」を配付しておりましたが、
令和6年3月下旬配付の4月号をもって終了いたします。
　また、育児情報誌配付に代わって新事業の開始を予定しており
ますので、詳細については後日お知らせいたします。

★健康づくりビンゴ表はクリア出来ていますか?★

★確定申告時の職業等記載について★

　「健康づくりビンゴ」のクリア期限が令和6年3月31日と近
づいてきました。
　完成したビンゴ数に応じた応募ハガキを郵送しますので、
届きましたら、対象賞品から希望の品をひとつ選択し令和6
年5月31日までに応募してください。
　ビンゴ完成を目指して一マスでも多くクリアするととも
に、これからも健康づくりを習慣づけていきましょう。

　確定申告の書類は、当組合が3年に一度実施している業種調査など様々な手続き
の証明書類としても使用できます。申告の際には記入漏れのないようにし、職業欄、
屋号・雅号欄は、具体的な業種・職種と屋号を記入するようにしましょう。

　令和5年1月から令和5年12月までの1年間に同じ世帯で支払った医療費などが10
万円（所得金額が200万円未満の人は、その5％）を超えた場合、確定申告により税
金が軽減されます。
　なお、控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりますが、建
設国保から送付される『医療費通知書（医療費控除申告用・年間分）』（令和6年2月
下旬送付予定）により「医療費控除の明細書」の記入が簡略化されますので、ぜひご
活用ください。
　また、介護保険の該当になり、それを利用して受けた施設サービス及び居宅サービ
ス並びに特定健康診査の受診者で、特定保健指導の積極的支援を受けた者のうち一
定基準を満たす方の自己負担額についても医療費控除の対象になります。

（※1）スイッチOTC医薬品とは
 要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品で、対象
製品であることを示す識別マークが表示されます。また、対象製品を購入した際
には、レシートに対象製品であることが表示されます。

（※2）一定の取組とは
 次の①から⑤の健診等または予防接種（医師の関与があるものに限る）をいい
ます。
①予防接種　②がん検診　③定期健康診断（事業所健診）　④特定健康診査、
特定保健指導　⑤健康診査（人間ドック等）

　「セルフメディケーション（自主服薬）税制」とは、（※1）スイッチOTC医薬品の令
和5年1月1日から令和5年12月31日までの間の購入費用について、従来の医療費控除
ではなく、新たな所得控除の適用を受けることができる制度です。（令和8年分までの
減税措置）
　この制度の適用を受けるには、個人がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防等

（※2）一定の取組を行い、令和6年1月1日以降に令和5年分の確定申告書を提出の
際には、セルフメディケーション税制の明細書を添付する必要があります。また、令和
4年分以前の確定申告書を提出の際には、明細書の他に、当該取組を行ったことを明
らかにする書類を添付又は提示する必要があります。この所得控除を申請しようとする
組合員の方で、建設国保の証明が必要な方につきましては、各地域連合事務所へ証明
依頼をしていただければ、建設国保で実施の有無を確認し、証明いたします。

★控除額の計算方法

　（※）保険金等で補てんされる金額とは
・建設国保から支給される「療養費」、「高額療養費」、「出産育児一時金」など。
・民間の生命保険・損害保険会社等から支給される「医療保険金」、「傷害費

用保険金」、「入院給付金」など、医療費の補てんを目的として支払われる給
付金。

◎上記補てん額がある場合は、医療費通知に記載された患者負担額と、実際に負担さ
れた額が異なる為、ご自身で額を訂正し申告していただく必要があります。

★控除の対象になるもの
（例）・医師、歯科医師などによる治療費

・入院時の食事代や部屋代、通院にかかる交通費(自家用車のガソリン代は除く）
・治療のための医薬品の購入費
・あんま、マッサージ、指圧師、鍼灸師、柔道整復師などによる施術料
・保健師、看護師などに支払った療養上の世話の費用
・出産の費用
・義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費
・6ヶ月以上寝たきりで医師などが必要と認めた人のおむつ代
（医師のおむつ使用証明書が必要）

◎健康診断の費用、美容整形の費用、疾病予防や健康増進を目的とした医薬品・
健康食品の購入費用などは、控除の対象になりませんので注意してください。

◎医師、歯科医師などによる治療費以外で支払われた医療費等については「医療
費通知書（医療費控除申告用）」に記載されていない為、別途、領収書に基づ
いて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただ
く必要があります。
・医療費控除の詳細につきましては、最寄の税務署等にご確認ください。

Ａ　―　Ｂ　＝　医療費控除額（最高200万円まで）
・10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5％)…Ｂ

…Ａ
保険給付金等で補てん

される金額（※）―・
令和5年中に

支払った医療費の総額

医療費控除について

セルフメディケーション（自主服薬）税制について

★控除される金額
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの年間購入金額が合計で12,000円を

超えた部分が控除の対象となり、金額の上限は88,000円となっています。
　なお、生計を一にしている家族分も含まれます。
＊注意＊

◎申告される方が一定の取組を行っていることが要件とされているため、申告され
る方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできません。

◎従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制（医療費控除の特例）を同
時に利用することはできません。

◎領収書の添付、提示は必要ありませんが、確定申告期限等から5年間は、確認
のために税務署から提示、提出を求められる場合がありますので、領収書はきち
んと保管しましょう。

・その他、本税制の詳細につきましては、国税庁のホームページ等をご覧ください。
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17
日　

第
７
地
連
定
期
大
会

18
日　

第
３
地
連
定
期
大
会

19
日　

第
３
１
１
回
執
行
委
員
会

21
日　

各
地
連
青
年
部
長
会
議

22
日　

第
60
回
主
婦
の
会
総
会

24
日　

第
４
地
連
定
期
大
会

25
日　

第
９
地
連
定
期
大
会

28
日　

建
設
国
保
組
合
会

　
　

１
日　

四
役
会
議

　
　

３
日　

第
２
地
連
定
期
大
会

　

第
５
地
連
定
期
大
会

　
　

５
日　

委
員
長
・
書
記
長
・
地
連
長
会
議

　
　

７
日　

第
７
地
連
手
作
り
味
噌
講
習
会

　
　

９
日　

第
24
回
青
年
部
総
会

10
日　

第
７
地
連
特
定
健
診

　

第
11
地
連
定
期
大
会

13
日　

選
挙
管
理
委
員
会

18
日　

四
役
・
専
門
部
長
・
議
長
・

　

司
会
打
合
せ
会
議

23
日　

第
68
回
定
期
大
会

内　容 件数
打 撲 ・ 捻 挫 ５
転 墜 落 ３
転 倒 ２
踏 み 抜 き ２
飛 来 ・ 落 下 ２
工 具 ・ 機 械 １
そ の 他 １

計 16

地連名 件数
第１地連 福 山 （１）
第２地連 芦 品 ５（１）
第４地連 広島中央 （２）
第５地連 瀬 戸 内 （１）
第７地連 広 島 2
第８地連 広 島 西 １（１）
第10地連 高 陽 （２）

計 ８（８）
（　） 内は一人親方

労災事故発生原因

「カンガルーマーク」
クイズ

1月1日の
組織人員
11,830人

紙
面
に
複
数
個
の
「
カ
ン
ガ
ル
ー
マ
ー
ク
」
が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

「
カ
ン
ガ
ル
ー
マ
ー
ク
」
の
総
数(

写
真
内
の
も
の
は
含
ま
な
い)

を
お
答
え

く
だ
さ
い
。
ハ
ガ
キ(

Ｆ
Ａ
Ｘ
可)

に
、
「
カ
ン
ガ
ル
ー
マ
ー
ク
の
総
数
・
郵

便
番
号
・
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
所
属
地
連
名
・
『
広
建
新
報
』
に

つ
い
て
ひ
と
こ
と
感
想
」
を
明
記
し
て
、
広
島
建
労
・
県
本
部
ま
で
お
送
り

く
だ
さ
い
。
Ｈ
Ｐ
か
ら
も
応
募
可
能
〈
「
組
合
員
専
用
」
ペ
ー
ジ
〉
で
す
。

抽
選
の
上
、
10
人
の
方
へ
ク
オ
カ
ー
ド
を
差
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
応
募
締

め
切
り
は
今
月
末(
消
印
有
効)

ま
で
で
す(

正
解
：
1
月
号
は
７
個)

。

労働災害地連別件数一覧表
令和5年12月分

労災保険に入りましょう

グ
ル
ー
プ
ご
と
に
４
品
作
る

この32人で日帰り旅行に行ってきました!

鉢に飾った葉牡丹や万両。お正月が楽しみ♪

今から楽しむぞ!!

フ
レ
イ
ル
・
低
栄
養
予
防

楽
し
い
食
事
作
り
の
教
室

ボ
ウ
リ
ン
グ
大
会
に
68
人

レ
ー
ン
に
歓
声
が
上
が
る

大
島
で
潮
流
ク
ル
ー
ズ

獲
れ
た
て
魚
介
海
鮮
焼

葉
牡
丹
や
万
両
で

華
や
か
な
正
月
飾
り

第１地 連第１地 連
福 山福 山

第５地連第５地連
瀬 戸 内瀬 戸 内

第11地 連第11地 連
三 次三 次

第11地 連第11地 連
三 次三 次

令和5年度・最優秀賞

危
険
予
知

　
　
怠
る
心
に

　
　
　
潜
む
事
故

労働安全標語

第2地連芦品
馬淵　喜秀さん

　

【
主
婦
の
会
会
長
・
稗
田
和

子
】
11
月
17
日(

金)

に
福
山
市

深
津
交
流
館
で
、
健
康
料
理
教

　

【
財
政
部
長
・
西
川
清
一
】

第
５
地
連
瀬
戸
内
主
催
の
ボ
ウ

※
あ
く
ま
で
予
定
で
す(

後
日
変
更
あ
り)

。
詳
細
は
県
本

部
ま
た
は
所
属
の
地
連
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
２
〜
３
月
の
行
事
予
定
▲

2月3月

室
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
年
は
、
男
性
２
人
も
参
加

し
、
何
が
何
だ
か
分
か
ら
な
い

う
ち
に
料
理
が
仕
上
が
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

始
め
に
、
講
師
の
先
生
か
ら

「
フ
レ
イ
ル
」
に
つ
い
て
の
お

話
が
あ
り
ま
し
た
。
今
で
は
聞

き
慣
れ
た
「
フ
レ
イ
ル
」
と
い

う
言
葉
。
健
康
寿
命
を
延
ば
し
、

病
気
を
予
防
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
年
齢
が
上
が
る
に
つ
れ

て
、
外
出
す
る
の
も
食
事
を
作

る
の
も
お
っ
く
う
に
な
り
が
ち
。

リ
ン
グ
大
会
が
11
月
25
日(

土)

に
呉
マ
リ
ン
ボ
ウ
ル
で
開
催
さ

れ
ま
し
た
。

　

こ
こ
数
年
コ
ロ
ナ
禍
で
活
動

自
粛
が
続
い
て
い
た
中
、
５
年

ぶ
り
に
開
催
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

　

参
加
者
は
組
合
員
36
人
と
そ

の
家
族
32
人
の
合
計
68
人
。
多

く
の
方
に
参
加
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　

午
後
７
時
よ
り
畝
本
地
連
長

の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
県
・
原

執
行
委
員
長
の
始
球
式
を
合
図

　

【
地
区
長
・
田
原
正
徳
】
11

月
26
日(

日)

第
11
地
連
三
次
・

高
田
地
区
で
日
帰
り
旅
行
を
行

い
ま
し
た
。

　

４
年
ぶ
り
の
開
催
と
あ
っ
て
、

組
合
員
さ
ん
と
ご
家
族
の
方
32

人
と
多
く
の
方
に
参
加
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
回
は
し
ま
な
み
海
道
の
大

島
ま
で
バ
ス
で
行
き
ま
し
た
。

　

【
主
婦
の
会
・
太
田
珠
代
】

12
月
２
日(

土)

、
第
11
地
連
三

次
主
婦
の
会
で
寄
せ
植
え
教
室

を
開
催
し
ま
し
た
。

　

先
生
を
お
迎
え
し
、
花
の
特

性
を
生
か
し
た
細
や
か
な
花
の

植
え
方
の
説
明
を
受
け
、
皆
さ

　

最
初
に
戦
国
時
代
に
瀬
戸
内

海
を
制
圧
し
た
、
あ
の
村
上
水

軍
の
本
拠
地
跡
を
眺
め
な
が
ら
、

潮
流
体
験
ク
ル
ー
ズ
を
楽
し
み
、

そ
の
あ
と
は
地
元
で
獲
れ
た
新

鮮
な
魚
介
類
を
七
輪
で
焼
い
て

食
べ
る
「
海
鮮
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
」

を
皆
さ
ん
と
楽
し
み
ま
し
た
。

　

お
天
気
に
も
恵
ま
れ
、
皆
さ

ん
と
楽
し
い
時
間
を
過
ご
す
こ

ん
真
剣
な
顔
つ
き
で
目
の
前
の

鉢
に
寄
せ
植
え
を
さ
れ
て
い
ま

し
た
。

　

花
材
が
葉
牡
丹
や
万
両
だ
っ

た
の
で
、
お
正
月
に
飾
る
こ
と

と
が
で
き
た
良
い
旅
行
と
な
り

ま
し
た
。

を
楽
し
み
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お

家
の
玄
関
に
華
や
か
な
お
正
月

飾
り
が
出
来
て
、
楽
し
い
時
間

を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

参
加
の
皆
さ
ん
と
共
に
、
新

し
い
年
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
で

う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

自
分
自
身
の
た
め
、
栄
養
バ
ラ

ン
ス
を
考
え
、
規
則
正
し
い
生

活
を
送
り
た
い
も
の
で
す
。
そ

し
て
、
少
し
お
し
ゃ
れ
を
し
て

外
出
し
て
手
を
動
か
し
、
口
を

動
か
し
て
フ
レ
イ
ル
予
防
に
繋

げ
た
い
で
す
。

　

さ
て
、
今
回
は
「
低
栄
養
予

防
で
楽
し
い
食
事
作
り
」
と
題

し
て
、
全
部
で
４
品
作
り
ま
し

た
。
今
年
は
１
人
分
の
量
が
多

す
ぎ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

で
も
、
頑
張
っ
て
完
食
。
大
変

お
い
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

皆
さ
ん
の
お
帰
り
の
際
、
下

腹
部
が
ポ
ッ
コ
リ
ふ
く
ら
ん
で

い
る
よ
う
に
思
え
た
の
は
、
私

の
気
の
せ
い
か
な
？

に
ゲ
ー
ム
ス
タ
ー
ト
。
各
レ
ー

ン
か
ら
ボ
ー
ル
を
投
げ
る
度
に

歓
声
が
沸
き
上
が
っ
て
、
ハ
イ

タ
ッ
チ
す
る
人
、
残
念
が
る
人

な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
し
た
。

　

家
族
参
加
の
方
は
、
家
族
で

の
楽
し
い
時
間
を
過
ご
さ
れ
、

皆
さ
ん
終
始
笑
顔
の
大
会
に
な

り
ま
し
た
。

　

ゲ
ー
ム
終
了
後
に
は
入
賞
者

の
発
表
が
あ
り
、
順
位
ご
と
の

賞
品
を
い
た
だ
き
、
入
賞
さ
れ

な
か
っ
た
方
も
参
加
賞
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

組
合
員
そ
し
て
、
そ
の
家
族

同
士
の
友
好
関
係
が
築
け
る
よ

う
に
、
来
年
度
も
開
催
予
定
な

の
で
是
非
参
加
し
て
下
さ
い
。

　【第8地連広島西・教宣専門委員・夏原靖史】今回紹介す
るわが町自慢は、「落ちない」観光名所の帯掛明神（廿日市
市津田3322‒1）にある「重なり岩」です。
　見るとビックリ「あ！ 落ちる」と思ってしまう２つの岩。
縦横高さ共に約2Ｍの花崗岩（かこうがん）２つが1Ｍ足らず
の所で重なりあって、絶妙なバランスでたたずんでいます。
　とっても不思議な重なり岩ですが、廿日市市の観光名所、
宮島・厳島神社と関わる神話が残る場所でもあります。
　厳島神社に祀られている神様のひとり、市杵嶋姫命（いち
きしまひめのみこと）は、出雲から厳島に向かう際、乳飲み
子を背負っていたそうです。その途中に立ち寄り、体を休め
たのがこの岩だったのだそう。この時この岩に帯を掛けたこ
とから、この岩は「帯掛岩」とされ、市杵嶋姫を祀って、帯
掛明神としたそうです。
　また、この岩は昔、
参勤交代で通りかかっ
た殿様が、危険だと上
から落とした時も、大
地震で下の路に落ちた
際も、翌日には元の位
置に戻っていたという
伝説が残っています。
　今では合格祈願、必
勝祈願の落ちない神社
として、広島内外から
お参りに来る人気のパ
ワースポットとなった
帯掛神社。是非近くに
お越しの際は、お参り
に来て下さい。

廿日市市わ 自が町

一
般
社
団
法
人
  広島県建築センター協

会

加
盟
会
員

受験生や議員がお参りする
帯掛明神の「重なり岩」

「落ちない」
観光名所

慢
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